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１．１．１．１．事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

    事業者の名称： 株式会社 堺クリーンシステム 

    代表者の氏名： 代表取締役社長 米田 勝司 

    主たる事務所の所在地： 大阪府堺市堺区築港八幡町 1番地 70 

    

２．２．２．２．事業の名称事業の名称事業の名称事業の名称 

    堺市・資源循環型廃棄物処理施設整備事業 

 

３．３．３．３．対象事業の実施対象事業の実施対象事業の実施対象事業の実施状況状況状況状況 

３－１．３－１．３－１．３－１．調査実施日調査実施日調査実施日調査実施日 

    平成 24年 4 月 1日～平成 25年 3 月 31 日 

 

３－２．３－２．３－２．３－２．調査期間の工事の状況調査期間の工事の状況調査期間の工事の状況調査期間の工事の状況 

工事工程表は表 3-1 に示すとおりであり、本事業の建設工事は平成 22 年 6 月に着工し、

平成 25 年 2 月末に竣工しました。なお、平成 24 年度は主に外構工事及び試運転を実施し

ました。 

表 3-1 工事工程表 

年度 
工事 

H22 H23 H24 H25 

基礎工事 
 

   

建築工事     

プラント工事     

外構工事     

試運転     

    

10 月～2 月 

12 月 



 

2 

４．４．４．４．事後調事後調事後調事後調査の方法査の方法査の方法査の方法 

４－１．４－１．４－１．４－１．調査項目調査項目調査項目調査項目及び調査内容及び調査内容及び調査内容及び調査内容 

事後調査の調査項目、調査地点、調査時期、並びに調査方法は表 4-1 に、主な調査地点

は図 4-1 に示すとおりです。 

表 4-1 事後調査内容（工事中） 

環境 

項目 
調査項目 調査地点 調査時期 調査の方法 報告時期 

騒音 

振動 

交通量 

道路交通騒音 

道路交通振動 

交通量 

八幡三宝線

及び大阪臨

海線 

時期：工事の最盛期 

頻度：平日 1 回 

(時間帯：6～22 時) 

騒音：JIS Z8731 

振動：JIS Z8735 

交通量：カウント 

調査翌年度 

4月に提出 

廃棄物 種類、発生量 工事現場 時期：工事期間 

頻度：1 年間 

廃棄物の処理実績

を集計 

毎年度4月に 

前年度報とし

て報告 

安全 工事用車両等

の搬入台数 

工事現場 時期：工事の最盛期 

頻度：月毎 

工事現場でカウン

ト 

毎年度4月に 

前年度報とし

て報告 

水質 pH、濁度 雨水排水路

もしくは下

水道への排

出口 

時期：工事期間 

頻度：常時監視 

pH、有害物質：環

境庁告示第 64 号 

排水基準に係る検

定方法 

濁度：JIS K0101 

毎年度 4月に 

前年度報とし

て報告 有害物質 時期：工事期間 

頻度：適宜 

注)斜体については平成 22 年度実施、報告済みです。 
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図図図図 4444----1111    主な調査地点主な調査地点主な調査地点主な調査地点    

● 

    

    

●：●：●：●：安全調査地点安全調査地点安全調査地点安全調査地点    

● 

● 

 

：主な搬入経路：主な搬入経路：主な搬入経路：主な搬入経路    

大
阪
臨
海
線

八幡三宝線

この地図は、国土地理院発行の2万5千分1地形図（大阪

南西部、堺）を使用したものである。 

大阪臨海線(北側) 

八幡三宝線 

大阪臨海線(南側) 
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５．５．５．５．事後調査の結果及び事後調査の結果及び事後調査の結果及び事後調査の結果及び検証検証検証検証 

５－１．５－１．５－１．５－１．廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物 

今年度における工事期間中の廃棄物の調査結果は別紙 1（p.14 参照）に示すとおりです。 

内訳は、コンクリートがらが 123t、アスコンがらが 90t、金属くずが 14.15t、廃プラス

チック類が 8m3、建設混合廃棄物が 820m3でした。また、試運転期間中に発生したごみ処理

残渣として、飛灰（処理灰）1961t、溶融スラグ 4253t、溶融メタル 899t でした。 

主な項目について詳細説明は以下に示すとおりです。 

 

・ コンクリートがら 

全量を破砕処理後、再生砕石、再生砂として再利用しました。 

・ アスコンがら 

全量を破砕処理後、再生砕石、再生砂として再利用しました。 

・ 金属くず 

分類して有価物として利用しました。 

・ 廃プラスチック類 

破砕、減容固定化後に固形燃料原料として全量再利用しました。 

・ 建設混合廃棄物、飛灰（処理灰） 

廃棄物として、大阪湾広域臨海環境整備センター（大阪湾フェニックスセンター）にて

処分しました。 

・ 溶融スラグ 

3433t は最終処分、820t は再生砂として有効利用しました。 

・ 溶融メタル 

カウンターウェイト材等として、全量を有効利用しました。 
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５－２．５－２．５－２．５－２．安全安全安全安全 

今年度における工事期間中の安全の調査結果は表 5-1 に示すとおりです。 

工事用車両の調査期間中における１日の最大台数は、大型車 14台、小型車 122 台でした。

昼間の時間帯における工事用車両の占める割合は最大でも 0.18%と小さく、影響は小さいも

のと考えられます。なお、調査期間中の月毎の台数は別紙 2（p.15 参照）に示すとおりで

す。 

 

表 5-1 安全の事後調査結果 

時間帯 
(7:00～19:00) 

12 時間交通量（台） 
 工事用車両の

占める割合
(%) 

内工事用車両 

小型車 大型車 二輪車 合計 小型車 大型車 合計 

八幡三宝線 4,705 2,360 243 7,065 11 2 13 0.18 

大阪臨海線 

(北側) 
21,322 14,845 1,462 36,167 56 10 66 0.18 

大阪臨海線 

(南側) 
22,056 15,090 1,413 37,146 55 2 57 0.15 

注 1) 合計に二輪車は含んでいません。また、工事用車両は全ての時間帯の交通量です。 

注 2) 12 時間交通量は平成 22 年度事後調査報告書に記載のデータを用いました。 

注 3) 平成 24 年度の工事用車両の日最大台数は計測していないため、平成 24 年 3 月 28 日の車両台数を準

用し、推定値として評価に使用しました。なお、平成 24 年度は主要な建設工事の完了後であり、平

成 23 年度の車両台数より低減することが明らかです。そのため、平成 24 年 3 月 28 日の車両台数を

評価に準用することは、過小評価になりません。 

 

 

５－３．５－３．５－３．５－３．水質水質水質水質 

調査期間中の水質の調査結果は表 5-2～5-3 に示すとおりです。水素イオン濃度及び浮遊

物質量について、工事用車両の退出時におけるタイヤ洗浄水を集水し、1日 2 回、測定を実

施し、排水濃度を監視しました。 

 

表 5-2 水質の事後調査結果（ｐH、濁度） 

年月 

水素イオン濃度（単位：pH） 浮遊物質量（単位：mg/L） 

最小値～最大値 平均値 
排除 
基準 

最小値～最大値 平均値 
排除 
基準 

平成 24 年 4 月 6.5～7.0 6.9 

5 を超え

9 未満 

21～202 119 

600 

平成 24 年 5 月 5.9～7.3 6.8 10～96 39 

平成 24 年 6 月 6.6～7.1 6.9 4～135 34 

平成 24 年 7 月 6.7～7.1 7.0 7～250 87 

平成 24 年 8 月 6.7～7.1 6.9 5～101 14 

平成 24 年  9 月 6.7～6.9 6.8 5～10 7 

注) 主要な建設工事の終了に伴い、工事車両の排水測定は平成 24 年 9 月 8 日で終了しました。 
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６．６．６．６．環境保全対策環境保全対策環境保全対策環境保全対策の履行状況の履行状況の履行状況の履行状況 

工事の実施に係る環境保全対策の内容と履行状況は、表 6-1 に示すとおりです。 

表 6-1(1) 工事の実施に係る環境保全対策の内容と履行状況 

環境項目 環境影響評価書に記載の環境保全対策の内容 履行状況 

大気質 【建設機械等排出ガス】 

・ 工事に当たっては、排出ガス対策型建設機械の使用に努める。 

 

バックホウ等汎用の建設機械は、排出ガス対策型建設機械

を使用しました。 

・ 建設機械等の点検・整備を十分に行う。 建設機械については、日常点検、月例点検を行いました。 

 

・ 工事中には粉じん飛散の防止のため、必要に応じて散水を行う。 工事中には粉じん飛散の防止のため、必要に応じて散水を

実施しました。 

【工事用車両排出ガス】 

・ 工事用車両の退場時にタイヤ洗浄を行い、事業計画地周辺道路にお

ける粉じんの飛散防止に努める。 

 

工事用車両の退場時にタイヤ洗浄を行い、事業計画地周辺

道路における粉じんの飛散防止に努めました。また、作業終

了時の道路清掃を実施し、粉じんの抑制に努めました。 

・ 工事用車両は極力自動車専用道路（阪神高速）を利用し、生活道路

の通行を最低限とするよう努める。 

工事用車両は極力自動車専用道路（阪神高速）を利用し、

生活道路の通行を最低限とするよう指導を徹底しました。 

・ 工事工程の調整により、工事用車両台数の平準化に努める。 工事の集中を避けるように、工事工程を調整し、工事用車

両台数の平準化に努めました。 

・ 工場製作による大型資材等の運搬について、海上輸送を積極的に取

り入れ、工事用車両台数の削減に努める。 

今年度は海上輸送を行いませんでした。 

・ 工事用車両の運行に際しては、急加速発進禁止、アイドリングスト

ップなどエコドライブの指導を行う。 

工事用車両の運行に際しては、急加速発進禁止、アイドリ

ングストップなどエコドライブの指導を徹底しました。 

騒音 

振動 

安全（交通） 

【工事用車両の走行】 

・ 工事用車両は極力自動車専用道路（阪神高速）を利用し、生活道路

の通行を最低限とするよう努める。 

 

工事用車両は極力自動車専用道路（阪神高速）を利用し、

生活道路の通行を最低限とするよう指導を徹底しました。 

・ 工事用車両のエコドライブを徹底し、騒音・振動影響を可能な限り

軽減するとともに、安全の確保に努める。 

工事用車両のエコドライブを徹底し、騒音・振動影響を可

能な限り軽減するとともに、安全の確保に努めました。 
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表 6-1(2) 工事の実施に係る環境保全対策の内容と履行状況 

環境項目 環境影響評価書に記載の環境保全対策の内容 履行状況 

騒音 

振動 

安全（交通） 

・ 工事工程の調整により、工事用車両台数の平準化に努める。 

 

工事の集中を避けるように、工事工程を調整し、工事用車

両台数の平準化に努めました。 

・ 工事用車両の走行に際しては、急加速発進禁止、アイドリングスト

ップなどエコドライブの指導を行う。 

工事用車両の走行に際しては、急加速発進禁止、アイドリ

ングストップなどエコドライブの指導を徹底しました。 

・ 工事用車両の運転手に対しては、入構時の安全教育を行う際にマナ

ーの徹底を促す。 

工事用車両の運転手に対しては、入構時の安全教育を行う

際にマナーの徹底を促しました。 

陸域生態系 【施設の建設工事】 

・ 工事に当たっては、低騒音・低振動型建設機械の使用に努める。 

 

バックホウ等汎用の建設機械は、低騒音・低振動型建設機

械を使用しました。 

廃棄物・ 

発生土 

【施設の建設工事】 

・ 建設工事で発生する廃棄物については、極力発生抑制ができる工法

及び資材の選定を行う。また、施工段階においては資材の再利用に

努めるとともに、最終的に発生する廃棄物については適正に処理・

処分を行うよう、工事施工業者に対する指導を徹底する。 

 

建設工事で発生する廃棄物については、極力発生抑制がで

きる工法及び資材の選定を行いました。また、施工段階にお

いては資材の再利用に努めるとともに、最終的に発生する廃

棄物については適正に処理・処分を行うよう、工事施工業者

に対する指導を徹底しました。結果は p.4 に示したとおりで

す。 

・ 工事事務所から発生する廃棄物についても減量化に努めるよう、工

事施工業者に対する指導を徹底する。 

工事事務所から発生する廃棄物についても減量化に努める

よう、工事施工業者に対する指導を徹底しました。 

・ 発生土は帯水層に接しないように埋め戻し、もしくは盛土の下土と

して利用し、事業計画地から搬出しない。 

発生土は帯水層に接しないように埋め戻し、もしくは盛土

の下土として利用し、事業計画地から搬出しませんでした。 

・ 基礎工事に伴い発生する建設汚泥については、全量を遮断型処分場

に搬出するか、あるいは、性状に応じて適正に処理する。 

今年度は建設汚泥の発生はありませんでした。 

地球環境 【施設の建設工事】 

・ 施工方法や建設機器の選定に関し、低公害・省エネに配慮するよう

施工業者に要請する。 

 

施工方法や建設機器の選定に関し、低公害・省エネに配慮

するよう施工業者に要請しました。 
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７．７．７．７．市長意見等（準備審査書）に対する事業者の見解についての履行状況市長意見等（準備審査書）に対する事業者の見解についての履行状況市長意見等（準備審査書）に対する事業者の見解についての履行状況市長意見等（準備審査書）に対する事業者の見解についての履行状況 

市長意見等（準備審査書）に対する事業者の見解についての履行状況は表 7-1 のとおりです。 

表 7-1(1) 市長意見等（準備審査書）に対する事業者の見解についての履行状況 

準備審査書 事業者の見解 履行状況 

1.全般的事項 

1 ガスエンジンの機種の見直しを行う場合

は、同等の効率を考慮した機種を採用するこ

と。 

ガスエンジンについては、エネルギー効率および発

電効率の極力高い機種を選定致します。 

ガスエンジンの機種は、計画時のものが、環境負荷的

に最適と考え、当初計画通りの機種を採用しました。 

2 海上輸送を積極的に採用することによる

工事車両台数の削減について評価書に記載

すること。 

 

建設工事においては、海上輸送でおよそ 2,000t の輸

送を行うと見込まれることから、期間中を通じて 200

台以上の車両台数を削減できると考えています。なお、

この内容を第２章2-5-2.工事用車両運行計画に記載し

ました。 

今年度は海上輸送を行いませんでした。 

2.大気質 

1 施設の稼働に伴う大気質への影響を最小

限にとどめるため、排ガス中の大気汚染物質

濃度の監視や排ガス処理設備の定期点検等

の運転管理を適切に実施すること。 

排ガス中の大気汚染物質濃度については、ばいじん、

硫黄酸化物、塩化水素、窒素酸化物を常時監視するほ

か、一酸化炭素濃度や二次燃焼室温度を監視すること

でダイオキシン類の発生抑制に努めます。また、定期

点検（１回/年実施）を計画的に行うなど適切な維持管

理を行い、大気汚染物質の排出を抑制します。 

試運転期間中については、生活環境保全のため達成す

ることとした数値以下に抑制されていることを確認し

ました。 

別紙 3に、試運転期間中の排ガスの分析結果を示しま

す。（p.16 参照） 

2 施設関連車両及び工事用車両からの大気

汚染物質排出量を低減するため、車両の点

検・整備の励行や、急加速発進禁止、アイド

リングストップなどのエコドライブについ

て十分指導を徹底すること。 

工事用車両及び施設関連車両の運転手に対しては入

構時の安全教育を行う際に安全運転に加えてエコドラ

イブの徹底を促します。 

工事用車両の運転手に対しては入構時の安全教育を

行う際に安全運転に加えてエコドライブの徹底を促し

ました。 

3 沿道における二酸化窒素が環境基準を超

えている箇所があること、及び近隣事業所等

に起因する交通量を含む将来交通量につい

ては不確実性があるため、施設供用時に交通

量調査等を実施し、その結果を踏まえ、必要

に応じて収集車等の走行時間帯を調整する

などの適切な対策を講じること。 

周辺交通のピーク時間帯は午前 7時～午前 8時であ

り、一方ごみ搬入車のピークは午前 9時～午前 11 時と

考えています。事後調査における交通量調査などを通

じて、周辺交通のピークとごみ搬入車のピークが重な

ると考えられる場合は、堺市と協議し、運行経路を調

整・分散するなどの対策を講じます。 

供用開始後の内容であるため未実施です。 



 

 

9

準備審査書 事業者の見解 履行状況 

4 工事の実施に当たっては、建設機械の点

検・整備を励行し、大気汚染物質排出量を低

減するように努めること。 

工事の実施に当たっては、大気汚染物質排出量を低

減するため、建設機械の点検・整備を励行し、それを

記録します。 

工事の実施に当たっては、大気汚染物質排出量を低減

するため、建設機械の点検・整備を励行し、それを記録

しました。 

5 事業の実施に当たっては、準備書に記載し

ている環境保全対策を徹底すること。 

事業の実施に当たっては、準備書に記載している環

境保全対策を確実に実施します。 

供用開始後の内容であるため未実施です。 

6 工事における車両のタイヤによる粉じん

の飛散を防止するため、退出口での交通整理

員によるタイヤの確認を徹底すること。 

工事における車両のタイヤによる粉じんの飛散を防

止するために、退出口での交通整理員によるタイヤの

汚れの確認を徹底します。 

工事における車両のタイヤによる粉じんの飛散を防

止するために、退出口での交通整理員によるタイヤの汚

れの確認を徹底し、必要に応じてタイヤ洗浄を実施しま

した。また、作業終了時の道路清掃を実施し、粉じんの

抑制に努めました。 

3.水質 

1 雨水排水口No.2 からの排水についても、

水質汚濁を防止するための適切な対策を実

施すること。 

雨水排水口 No.2 は、ごみ搬入ルート以外からの雨水

を排出しますが、オイルフェンス等の設置による対策

を実施します。 

 排水口 NO.1 と同様、油水分離槽を設けました。 

2 工事における車両のタイヤ洗浄水の処理

方法について評価書に記載すること。 

工事車両の退出時におけるタイヤ洗浄水について

は、湧水と同等の処理を行うこととします。なお、こ

の内容を第２章2-4-3.環境保全対策の実施の方針に記

載しました。 

工事車両の退出時におけるタイヤ洗浄水については、

集水・ろ過した上で下水道へ放流しました。 

 

4.土壌汚染 

1 掘削土は全量事業計画地内で利用される

計画となっているが、事業計画地外へ持ち出

す必要がある場合は分析を行い、適切な処置

を行うこと。 

掘削土は全量を事業計画地内で利用する計画です

が、事業計画地外へ持ち出す必要がある場合は分析を

行い、適切な処置を行います。 

掘削土は全量を事業計画地内で利用しました。 

5.騒音・振動・低周波音 

1 施設関連車両及び工事用車両については、

道路交通騒音対策として取り組むべき指

導・啓発方法を検討し、評価書に記載するこ

と。 

工事用車両及び施設関連車両の運転手に対しては入

構時の安全教育を行う際にマナーの徹底を促します。

なお、この内容を第２章 2-4-3.環境保全対策の実施の

方針に記載しました。 

工事用車両の運転手に対しては入構時の安全教育を

行う際にマナーの徹底を促しました。 

2 道路交通騒音は現状及び将来予測におい

て環境基準に適合しないことから、施設関連

車両及び工事用車両の適切な車両整備及び

走行時間の調整を行うなど、道路交通騒音の

影響を可能な限り軽減するよう環境保全対

策を徹底すること。 

施設関連車両及び工事用車両は、適切な車両整備及

び走行時間の調整を行うなど、道路交通騒音の影響を

可能な限り軽減するよう環境保全対策を徹底します。 

工事用車両は、適切な車両整備及び走行時間の調整を

行うなど、道路交通騒音の影響を可能な限り軽減するよ

う環境保全対策を徹底しました。 

表 7-1(2) 市長意見等（準備審査書）に対する事業者の見解についての履行状況 
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準備審査書 事業者の見解 履行状況 

6.悪臭 

1 臭気濃度（最大濃度）の予測結果はいずれ

の気象条件においても10 未満であるが、悪

臭の影響を可能な限り低減するため、環境保

全対策を徹底すること。 

事業の実施に当たっては、準備書に記載している環

境保全対策を確実に実施します。 

試運転期間中は、準備書に記載した環境保全対策を確

実に実施しました。供用開始後も実施する予定です。 

7.自然環境 

1 事業計画地のイネ科の一年生草本はほと

んど帰化植物であると考えられるため、矛盾

が起きないよう評価書において記述を修正

すること。 

事業計画地のイネ科の一年生草本はほとんど帰化植

物であると考えられるため、「イネ科一年生草本種等」

から、「一年生」を省略し、「いずれも郷土種を基本と

する」を「できるだけ郷土種を優先する」に修正しま

した。 

－ 

2 事業計画地内の緑地の整備に当たっては、

東側境界部については極力樹木を残して造

成を行うとともに、新たに植栽を行う箇所に

ついては、樹種の選定等について専門家の意

見の確認及び市の関係部署との協議を十分

に行うこと。 

樹木が多く存在する東側境界は、排水路から 3mのセ

ットバックがあり、極力樹木を残したまま造成を行う

よう調整します。また、新たに植栽を行う箇所につい

ては、樹種の選定について専門家の意見の確認及び堺

市の関係部署との協議を十分に行います。 

樹木が多く存在する東側境界は、排水路から 3mのセ

ットバックし、極力樹木を残したまま造成を行いまし

た。新たに植栽を行う箇所については、樹種の選定につ

いて専門家の意見を確認した上で、堺市公園緑地整備課

と事前に緑化協議を行いました。 

3 事業計画地はユキヤナギの本来の自生地

ではないと考えられることから、評価書にお

いて移植に関する記述を修正すること。 

事業計画地はユキヤナギの本来の自生地ではないと

考えられることから、現地で確認されたユキヤナギに

ついては、移植は行わないこととしました。 

－ 

8.人と自然との触れ合いの活動の場  

1 自然との触れ合いの場については、見学者

及び従業員が活用できるように配慮して計

画するとともに、その整備計画の具体化に当

たっては、緑化計画とあわせて、専門家の意

見の確認や市の関係部署との協議を十分行

うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

自然との触れ合いの場については、見学者及び従業

員が活用できるように配慮するとともに、その整備計

画の具体化に当たっては、緑化計画とあわせて、専門

家の意見の確認や市の関係部署との協議を十分に行い

ます。 

自然との触れ合いの場については、見学者及び従業員

が活用できるように配慮しました。その整備計画の具体

化に当たっては、緑化計画とあわせて、専門家の意見を

確認した上で、堺市清掃工場建設室及び堺市公園緑地整

備課と協議を行いました。 

表 7-1(3) 市長意見等（準備審査書）に対する事業者の見解についての履行状況 
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準備審査書 事業者の見解 履行状況 

9.景観 

1 白煙発生条件に該当する時間数は１年間

で約6%であり、白煙が発生する可能性がある

ことから、白煙防止に係るエネルギーを勘案

した上で、白煙による景観阻害について環境

影響評価を実施し、その結果を評価書に記載

すること。 

白煙発生条件に該当する時間は、夜間も含めて１年

間で約6%を見込んでいます。また、昼間の時間帯にお

ける白煙出現率は年間で0.4%（9～17時）であり、周

辺の生活環境への景観の影響は小さいものと評価し

ました。この内容は第７章7-7.景観に記載しました。 

さらに、施設煙突からの白煙が周辺の景観に影響を

及ぼすと考えられるときは、白煙防止装置を稼働させ

ることで、より一層、環境への影響を低減します。 

白煙防止装置の機能を試運転で確認しましたが、供用

開始後の内容であるため未実施です。 

2 施設は「堺市景観条例」に基づく大規模建

築物等に該当することから、条例に基づく助

言・指導に十分配慮すること。 
 

施設は「堺市景観条例」に基づく大規模建築物等に

該当することから、条例に基づく助言・指導に十分配

慮します。 

施設は「堺市景観条例」に基づく大規模建築物等に該

当することから、堺市景観条例に基づき堺市都市計画課

と事前協議を行い助言、指導を受けた上で、届出を行い

ました。 

10.廃棄物・発生土 

1 本施設から発生するスラグについては、

JIS によって定められた分析方法により分

析を実施し、安全性の確認を確実に行うこ

と。 

本施設から発生するスラグについては、JIS によっ

て定められた分析方法により分析を実施し、安全性の

確認を確実に行います。 

試運転中に発生したスラグは、分析の結果、安全であ

ることを確認しました。 

別紙 4に、溶出量試験及び含有量試験の結果を示しま

す。（p.17～18参照） 

2 掘削時に産業廃棄物に該当するものが排

出された場合は、市の関係部署と協議の上、

適切に処理すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

掘削時に産業廃棄物に該当するものが排出された場

合は、市の関係部署と協議の上、適切に処理します。 

掘削工事は今期実施していません。 

手直し工事等で、コンクリート、アスファルトがらが発

生していますが、産業廃棄物として適正に処理しまし

た。 

表 7-1(4) 市長意見等（準備審査書）に対する事業者の見解についての履行状況 
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準備審査書 事業者の見解 履行状況 

11.地球環境  

1 羽口の多段化技術、ダスト吹込技術、都市

ガス吹込技術により、コークスの使用量の削

減が図られていると考えられるが、今後の技

術の進展により、さらなる使用量の削減に努

めること。 

新日鉄エンジニアリング製シャフト炉式ガス化溶融

炉では、これまで羽口の多段化技術、ダスト吹込技術、

都市ガス吹込技術により、コークスの使用量の削減を

図ってきており、本事業でも最新の技術を採用致しま

す。また、今後の技術の進展がある場合は、積極的に

採用しコークス使用量の削減に努めます。 

今後の技術の進展がある場合は、積極的に採用しコー

クス使用量の削減に努めます。 

2 省資源・省エネルギーに配慮した施設設計

及び設備の導入に積極的に取り組んでいく

こと。 

省資源・省エネルギーに配慮した施設設計及び設備

の導入については、実現可能性を十分精査し、その採

用に努めます。 

省資源・省エネルギーに配慮した施設設計及び設備の

導入については、実現可能性を十分精査し、その採用に

努めます。 

3 バイオマス木炭（バイオコークス）等の使

用による温室効果ガスの排出量の削減つい

ては、積極的に取り組んでいくこと。 

バイオマス木炭（バイオコークス）等の使用による

温室効果ガスの排出量の削減は技術的には確立されて

いますが、安定供給や流通ルートに課題があります。

今後、これら課題への対応状況を踏まえながら積極的

に取り組んで参ります。 

供用開始後の内容であるため未実施です。 

4 太陽光発電等の自然エネルギーや未利用

エネルギーの導入についても検討するなど、

「堺市環境モデル都市行動計画」における削

減目標の達成に十分配慮した施設計画につ

いて検討すること。 

本事業では、ごみの持つエネルギーを高温・高圧ボ

イラの採用により可能な限り電力として回収すること

で、本施設規模において十分に高効率と言える発電効

率 18.5%の計画としています。また、工場についても

自然換気の採用をはじめ、省エネルギー対策に取り組

んでおり、工場で消費する電力はほぼ全てごみ発電で

賄える計画としています。これらを中心に「堺市環境

モデル都市行動計画」に沿った施設計画であると考え

ています。なお、「堺市環境モデル都市行動計画」に

おける削減目標の達成について十分配慮した施設計画

とします。 

－ 

5 ガスエンジンによる発電等については、温

室効果ガスの排出量は増加する可能性があ

ることから、その常用化については、経済性

のみではなく、温室効果ガスの排出量につい

ても十分検討すること。なお、ガスエンジン

を常用化した場合の温室効果ガス排出量に

ついては、評価書に適切に記載すること。 

 

ガスエンジン発電の常用化については、社会情勢及

び国内外の経済情勢を踏まえたうえで、温室効果ガス

の削減についても十分検討します。なお、ガスエンジ

ンを常用化した場合の温室効果ガス排出量について

は、第７章7-9.地球環境に記載しました。 

 

－ 

表 7-1(5) 市長意見等（準備審査書）に対する事業者の見解についての履行状況 
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準備審査書 事業者の見解 履行状況 

12.その他（安全） 

1 特定事業者（石油コンビナート等災害防止

法第２条第６項に定められている第１種事

業者及び第２種事業者）としての要件を満た

さない場合であっても、特別防災区域内の事

業者として積極的に地域ぐるみの防災に取

り組むこと。 

本事業は、特定事業者（石油コンビナート等災害防

止法第２条第６項に定められている第１種事業者及び

第２種事業者）には該当しませんが、特別防災区域内

の事業者として積極的に地域ぐるみの防災に取り組ん

で参ります。 
 

津波発生時の一時避難場所として、堺市より指定され

ました。 

2 地域防災上問題がないよう、関係部局と協

議した上で、必要な措置を確実に講じるこ

と。 

地域防災上問題がないよう、関係部局と協議した上

で、必要な措置を確実に講じます。 

 

地域防災上問題がないよう、施設の建設に当たって堺

市消防局と協議を行い、助言・指導を受けて、必要な措

置を講じています。 

3 地震時の安全が確保できるよう、地質調査

結果を踏まえて、適切な工法を選定するこ

と。 

地震時の安全性を確保できるよう地盤調査結果を踏

まえて、確実に支持力の取れる摩擦併用型の節付き杭

を選定します。また、工法は実績の多い、プレボーリ

ング拡大根固め工法とします。 

 地震時の安全性を確保できるよう地盤調査結果を踏

まえ、確実に支持力の取れる摩擦併用型の節付き杭※1

を選定しました。また、工法は実績の多い、プレボーリ

ング拡大根固め工法※2としました。 

4 危険物（潤滑油、油圧作動油、燃料油等）、

高温溶融物（灰分、金属、せともの、ガラス

等の不燃物）の安全性に関して、評価書に記

載すること。 

危険物（潤滑油、油圧作動油、燃料油等）、高温溶

融物（灰分、金属、せともの、ガラス等の不燃物）の

安全性に関して、評価書に記載しました。 

－ 

13.その他（事後調査） 

1 事後調査の方針は以下のとおりとするこ

と。 

 

・窒素酸化物、硫黄酸化物、塩化水素等は排

出量が大きいこと等から、自動計測を実施す

るとともに、堺市大気汚染発生源監視システ

ムに接続し、一時間値データの送信を実施す

ること。 

 

・悪臭については１回の調査だけで規制基準

達成状況を判断することは困難と考えられ

ることから、複数年調査を実施すること。 

・窒素酸化物、硫黄酸化物、塩化水素は自動計測を実

施し、堺市大気汚染発生源監視システムに接続し、一

時間値データの送信を実施します。 

 

・悪臭については複数年調査を実施します。 
 

供用開始後の内容であるため未実施です。 

※1 杭先端の支持力に加え、杭周長に対する摩擦力で支持力を増大させるため筋付きとした杭 

※2 杭先端部を拡げ、根固め液を注入し杭支持部を構築、杭の支持力を増大させる工法 

表 7-1(6) 市長意見等（準備審査書）に対する事業者の見解についての履行状況 
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別紙 1 

別表 1 廃棄物の事後調査結果 

廃棄物の種類 単位 
事後調査結果 （平成 24 年 4 月～平成 25 年 3 月の 12 ヵ月） 

発生量 有効利用量 有効利用方法 最終処分量 

コンクリートがら t 123 123 
再生砕石 

再生砂 
0 

アスコンがら t 90 90 
再生砕石 

再生砂 
0 

金属くず t 14.15 14.15 鉄原料 0 

廃プラスチック類 m3 8 8 固形燃料原料 0 

建設混合廃棄物 m3 820 0 －  820（100%） 

飛灰（処理灰） t 1961 0 － 1961（100%） 

溶融スラグ t 4253 820 再生砂 3433（80.7%） 

溶融メタル t 899 899 
カウンターウェ

イト材等 
0 

注)（ ）は発生量に対する割合です。 
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別紙 2 

別表 2 安全の事後調査結果 

年月 
搬出入台数（台／月） 

備考 
小型車 大型車 合計 

平成 24 年  4 月 2,895 639 3,534  

平成 24 年  5 月 3,089 1,079 4,168  

平成 24 年  6 月 2,746 998 3,744  

平成 24 年  7 月 2,415 1,031 3,446  

平成 24 年  8 月 1,680 970 2,650  

平成 24 年  9 月 1,398 1,278 2,676  

平成 24 年 10 月 963 974 1,937  

平成 24 年 11 月 430 590 1,020  

平成 24 年 12 月 272 502 774     

平成 25 年  1 月 195 522 717  

平成 25 年  2 月 419 561 980  

平成 25 年  3 月 279 482 761  

合 計 16,781 9,626 26,407  

   

※ 調査期間中の日最大台数の推定 

年月日 
搬出入台数（台／日） 

備考 
小型車 大型車 合計 

平成24年3月28日 122 14 136 推定値 

注) 平成 24 年度の工事用車両の日最大台数は計測していないため、平成 24 年 3 月 28 日の車両台数

を準用し、推定値として評価に使用しました。なお、平成 24 年度は主要な建設工事の完了後で

あり、平成 23 年度の車両台数より低減することが明らかです。そのため、平成 24 年 3 月 28 日

の車両台数を評価に準用することは、過小評価になりません。 
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別紙 3 

別表 3(1) 試運転期間中の排ガスの分析結果（1号炉） 

注 1) 「<」は、定量下限値未満を示します。 

注 2) 排ガス濃度は酸素 12％換算値です。 

 

別表 3(2) 試運転期間中の排ガスの分析結果（2号炉） 

注 1) 「<」は、定量下限値未満を示します。 

注 2) 排ガス濃度は酸素 12％換算値です。 

 

 

 

項目 

生活環境保全のた

めに達成すること

とした数値 

1 回目 2 回目 

平成 25 年 2月 16日 

8:15～13:30 

平成 25 年 2月 16日 

14:00～19:38 

１
号
炉
 

排ガス量 
湿り（m3

N
/h） － 65,700 66,400 

乾き（m3
N
/h） － 49,600 50,200 

排ガス濃度 

硫黄酸化物 20ppm <0.4 <0.4 

窒素酸化物 50ppm 26 27 

ばいじん 20mg/m3

N
 <0.002 <0.002 

塩化水素 20ppm 3.0 7.0 

水銀 0.05mg/m3

N
 0.041 0.032 

ダイオキシン類 0.1ng-TEQ/m3
N
 0.00078 0.00011 

 

項目 

生活環境保全のた

めに達成すること

とした数値 

1 回目 2 回目 

平成 25 年 2月 16日 

8:10～13:30 

平成 25 年 2月 16日 

14:08～19:30 

２
号
炉
 

排ガス量 
湿り（m3

N
/h） － 67,200 66,610 

乾き（m3
N
/h） － 44,900 47,700 

排ガス濃度 

硫黄酸化物 20ppm <0.4 <0.4 

窒素酸化物 50ppm 25 23 

ばいじん 20mg/m3

N
 <0.002 <0.002 

塩化水素 20ppm 2.9 14 

水銀 0.05mg/m3

N
 0.015 0.039 

ダイオキシン類 0.1ng-TEQ/m3
N
 0.00034 0.0012 
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別紙 4 

別表 4(1) 試運転期間中の溶融スラグの安全性確認結果 

調査項目 単位 2012/10/4 2012/10/15 2012/10/27 2012/11/2 2012/11/8 2012/11/16 2012/11/23 2012/11/30 環境安全品質基準 

 溶出量試験（日本工業規格 K0058-1 に準拠） 

カドミウム 

mg/L 

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01 以下 

鉛 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01 以下 

六価クロム <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.05 以下 

ひ素 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01 以下 

水銀 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 以下 

セレン <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.01 以下 

ふっ素 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 0.2 0.8 以下 

ほう素 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 1 以下 

 含有量試験（日本工業規格 K0058-2 に準拠） 

カドミウム 

mg/kg 

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 150 以下 

鉛 3 4 2 4 2 8 3 6 150 以下 

六価クロム <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 250 以下 

ひ素 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 150 以下 

水銀 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 15 以下 

セレン <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 150 以下 

ふっ素 57 170 160 190 180 210 160 110 4000 以下 

ほう素 93 170 170 200 170 250 160 140 4000 以下 

注 1) 「<」は、定量下限値未満を示します。 

注 2) 環境安全品質基準は、「コンクリート用スラグ骨材に環境安全品質及びその検査方法を導入するための指針」（平成 24年 コンクリート用骨材又は道路

用等のスラグ類に化学物質評価方法を導入する指針に関する検討会）に記載されている値です。 
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別表 4(2)  試運転期間中の溶融スラグの安全性確認結果（つづき） 

調査項目 単位 2012/12/7 2012/12/14 2012/12/21 2013/1/6 2013/1/11 2013/1/18 2013/1/27 2013/1/30 環境安全品質基準 

 溶出量試験（日本工業規格 K0058-1 に準拠） 

カドミウム 

mg/L 

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01 以下 

鉛 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01 以下 

六価クロム <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.05 以下 

ひ素 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01 以下 

水銀 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005 以下 

セレン <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.01 以下 

ふっ素 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 <0.1 0.1 0.8 以下 

ほう素 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 0.02 1 以下 

 含有量試験（日本工業規格 K0058-2 に準拠） 

カドミウム 

mg/kg 

<1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 150 以下 

鉛 7 8 7 8 7 13 8 4 150 以下 

六価クロム <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 250 以下 

ひ素 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 150 以下 

水銀 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 15 以下 

セレン <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 150 以下 

ふっ素 120 170 170 180 240 220 250 210 4000 以下 

ほう素 140 220 230 270 260 250 240 240 4000 以下 

注 1) 「<」は、定量下限値未満を示します。 

注 2) 環境安全品質基準は、「コンクリート用スラグ骨材に環境安全品質及びその検査方法を導入するための指針」（平成 24年 コンクリート用骨材又は道路

用等のスラグ類に化学物質評価方法を導入する指針に関する検討会）に記載されている値です。 

 


